
 京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２６年１２月２６日 

京都市公営企業管理者 

交通局長   西村  隆 

京都市交通局管理規程第６号 

   京都市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第２４条第１項第４号ア中「同法第６条の２」の右に「の２」を加える。 

 第２６条第１項第４号ア中「同法第６条の２」の右に「の２」を加える。 

 第４４条第２項中「定期券購入申込書（以下「定期券購入申込書」という。）」を「市

バス・地下鉄通勤定期券申込書（以下「通勤定期券申込書」という。）」に改め，同条第

３項中「定期券購入申込書」を「通勤定期券申込書」に改め，「第２号様式」の右に

「１」を加える。 

 第４５条第２項中「定期券購入申込書に」を「必要事項を記入した市バス・地下鉄通学

定期券申込書（以下「通学定期券申込書」という。）を提出するとともに」に，「住所

を」を「，住所を」に改め，同条に次の１項を加える。 

 ３ 通学定期券申込書の様式は，第２号様式２のとおりとする。 

 第４６条第２項中「定期券購入申込書に」を「通勤定期券申込書及び通学定期券申込書

を提出するとともに」に，「前条第２項に」を「，前条第２項に」に，「のほか，通勤

先」を「及び通勤先」に，「添付」を「提示」に改める。 

 第４７条第２項中「代表者は」の右に「，通勤定期券を購入する場合は」を加え，「，

各人別の定期券購入申込書」を「各人別の通勤定期券申込書を，通学定期券を購入する場

合は各人別の通学定期券申込書を，通勤通学定期券を購入する場合は各人別の通勤定期券

申込書及び通学定期券申込書」に改める。 

 第４９条第１号中「係る」の右に「通勤」を加え，「購入」を削り，「申込書」の右に

「又は通学定期券申込書，もしくはその両方」を加える。 

 第５０条第２項中「，定期券購入申込書（通学定期券又は通勤通学定期券の購入者にあ

っては定期券購入申込書のほか通学定期券購入証又は身分証明書）を提出するとともに」

を「，通勤定期券の購入者にあっては第４４条第２項に定める申込書を提出し，通学定期

券の購入者にあっては第４５条第２項に定める申込書を提出するとともに書類及び証明書



を提示し，通勤通学定期券の購入者にあっては第４６条第２項に定める申込書を提出する

とともに書類及び証明書を提示し，かつ」に改め，「対応する」の右に「それぞれの」を

加える。 

 第５２条第２項中「定期券購入」を「通勤定期券」に改める。 

 第５３条に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定により特定割引通学定期券（甲），特定割引通学定期券（乙）又は特定

割引通学定期券（丙）（以下「特定割引通学定期券」という。）を購入しようとする

旅客は，第４５条第２項に定める申込書を提出するとともに書類及び証明書を提示し

なければならない。 

なお，当該年度内の継続購入は，同一の種類で有効期限が翌年度の４月１日をまた

がらない場合に限り，旧特定割引通学定期券と引き換えで購入することができる。 

 第５４条に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定により特定割引通勤通学定期券（甲）又は特定割引通勤通学定期券

（乙）（以下「特定割引通勤通学定期券」という。）を購入しようとする旅客は，第

４６条第２項に定める申込書を提出するとともに書類及び証明書を提示しなければな

らない。 

なお，当該年度内の継続購入は，同一の種類で有効期限が翌年度の４月１日をまた

がらない場合に限り，旧特定割引通勤通学定期券と引き換えで購入することができる。 

 第５５条中「第４７条から第５１条」を「第４１条第２項及び第４７条から第５１条」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２号様式を次のように改める。 

第２号様式（第４４条及び第４５条関係） 

１ 市バス・地下鉄通勤定期券申込書 

（表面）                 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 縦２１．０センチメートル・横１４．８センチメートルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 市バス・地下鉄通学定期券申込書 

（表面）                 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 縦２１．０センチメートル・横１４．８センチメートルとする。 

  附 則 

 この規程は，平成２７年１月１日から施行する。 

（交通局営業推進室） 


